
石狩市自殺対策行動計画 

～誰も自殺に追い込まれることのないまちを目指して～ 

 令和元年度 ～ 令和 10 年度 

 概要  

 

 
本計画は、自殺対策基本法に基づき、「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえて、自殺対策を「生きる支援」として、保健、

医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携のもと総合的に推進するために策定しました。 

本市においては、「誰も自殺に追い込まれることのないまち」の実現を目指すものですが、段階的に自殺死亡率を減少さ

せていくことを目標とします。現状 18.5 の自殺死亡率を 30％以上減少させ、計画の最終年度に 13.0 とすることとします。 

 

●数値目標                               （※自殺死亡率=自殺者数÷人口×10万） 

                              

●施策の体系 

5 つの「基本施策」と、8 つの「領域別施策」を組み合わせ、地域の実態に即した施策を推進していきます。市役所各部

局の関連事務事業と関係機関の取り組みを「生きる支援関連施策」と位置付け、自殺対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考＞ 自殺の危機要因イメージ図            厚生労働省 HP より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度 現状値 令和 5年度 中間目標値  令和10年度 目標値 

自殺死亡率 
全国     H27年    18.5 - R8年    13.0 

石狩市 5年平均（H25-H29）18.5 5年平均（H30-R4）15.7 5年平均（R5-R9）13.0 

  
  

  
  

  
5 つの基本施策 

                  
8 つの領域別施策

  地域におけるネットワークの強化 

              
高齢者 

    自殺対策を支える人材の育成 

               
生活困窮者 

    住民への啓発と周知 

                      

子ども・若者 

  
生きることの促進要因への支援 

           

無職者・失業者 

  
児童生徒の SOS の出し方に関する教育 

  
        

   

生きる支援関連施策 

  

既存事業を自殺対策の視点から据え直し、様々な課題に取り組む 

各組織が連携し、全庁的に生きる支援関連施策として推進する 

  
  

誰も自殺に追い込まれることのないまち 

勤務・経営 

ハイリスク地 

震災等被災地 

自殺手段 



●基本施策 

（1） 地域におけるネットワークの強化   

さまざまな相談機関や関係者が課題や現状を共有し、お互いの役割や業務を学び合い、相談者の個人情報に配慮した上

で情報共有と有機的な連携を図りながら、地域におけるネットワークを強化します。 

 

（2） 自殺対策を支える人材の育成   

悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して孤立や孤独を防ぎ、支援していくことが重要です。自殺に関する正しい知識

の普及や、ゲートキーパー養成研修等の開催により、関係者の人材育成に努めます。 

 

（3） 住民への啓発と周知   

広く市民に相談窓口や相談機関に関する情報を提供するとともに、市民の自殺対策に対する理解が深まるよう、講演会

や出前講座、ゲートキーパー養成研修等を開催します。 

 

（4） 生きることの促進要因への支援   

各種の相談に適切に対応し、必要に応じて相談機関等を案内すると共に相談者本人の意思を尊重しつつ相談機関との連

携や情報共有を図ります。また、関係機関や団体との連携によって、居場所づくり、自殺未遂者や遺された人への支援に

関する対策を推進していきます。 

 

（5） 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育   

児童・生徒が、さまざまな困難やストレスへの対処法を身につけるための教育や、信頼できる大人に助けを求める声を

あげられるよう、ＳＯＳの出し方に関する教育を実施する学校が拡がるよう対策を進めていきます。 

 

＜参考＞ ゲートキーパーの役割                 厚生労働省 HP より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●領域別施策 

（1） 高齢者   

高齢者は健康問題や家族問題など自殺につながる多くの問題を抱えやすいことから、 認知症対策や独居高齢者、介護家

族の支援に取り組み、地域包括ケアの体制を強化します。また、8050 問題等、複数の問題を抱える世帯に対しては、関係

者同士が情報共有し、チームとなって支援していく体制づくりを押し進めます。 

 

（2） 生活困窮者   

生活困窮の状態にある方・生活困窮に至る可能性のある方にとって、その苦しく不安な期間ができるだけ長期に及ばな

いように、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度の自立相談支援等を連動させて、対策を進めていきます。 

 



（3） 子ども・若者   

自殺の背景にあるとされる問題（学校での問題、家族関係の不和、経済・生活問題や心身面での不調等）は、誰もが直

面し得る危機であり、問題への対処法や支援先に関する情報を得ておくことが重要です。いじめや児童虐待等の対策も含

め、社会全体でそのＳＯＳを受け止め、より早い段階から対策を講じることで、将来的な自殺リスクの低減を図ります。 

 

 

（4） 無職者・失業者   

 ハローワーク等の相談窓口の情報提供を行うとともに、失業に直面した際に生じる心の悩みや無職・失業に伴う生活困

窮など、さまざまな生活上の問題に関する相談に対応できるよう、関係機関同士が連携して対策を進めます。 

 

（5） 勤務・経営    

 過労や長時間労働、ハラスメント等の悩みを抱えた方に対し、相談機関の情報提供を行うと共に、経営者に対する経営

相談事業の案内等を行います。 

 

（6） 震災等被災地   

震災等の被災地では、自殺のリスクが深刻となります。石狩市地域防災計画や石狩市指定避難所運営マニュアル等に、

メンタルヘルスや自殺対策の視点を取り入れます。 

 

（7） ハイリスク地   

 危険地帯に入り込めないような対策や監視の強化等、国や道と連携して、市民の自殺の予防に資する対策を検討します。 

 

（8） 自殺手段   

 危険な場所での飛込防止対策や、自殺の誘発に結びつくような薬品譲渡、インターネット情報の規制等、北海道の取組

を共に進めていきます。 

 

 

●推進体制と進行管理 

総合的な自殺対策を推進するため、自殺対策連絡会議等を活用して、関係者同士の顔の見えるネットワークの構築を進

めます。自殺対策に即効性のある施策はないといわれており、中長期的な視点に立って対策を推進します。 

各施策の取組状況や自殺死亡率の状況等について、年度単位の進捗管理を実施し、必要に応じて取組の見直しをするな

どＰＤＣＡサイクルを回すことで、目標の達成に向けた自殺対策の着実な推進を図ります。 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

        



＜ 各種相談窓口一覧 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


